
平成２４年７月１2 日 
関東地方整備局営繕部 

 
 
 
 
関東地方整備局営繕部では、入札契約手続きの適切な運用を図ることを目的に、建築関係建設

コンサルタント業務の運用について、今年度新たに建築編として「関東地方整備局建設コンサル

タント業務等における入札手続き運用ガイドライン（平成 24 年度版）」にとりまとめました。 
 本ガイドラインの作成を機に、適切な手続きに基づく入札参加のより一層の促進を図るため、

建築関係建設コンサルタント業務関係の方々を対象に、下記の通り説明会を実施しました。 
 
○開催日時・場所 

 平成２４年７月１２日（木曜日） １３時３０分～１６時 
 さいたま新都心合同庁舎第１号館 ２階講堂  
  
○次第    

あいさつ                                                                      
１．建築関係建設コンサルタント業務の調達 

1-1 入札契約に関する実施状況                               
1-2 プロポーザル方式の手続き【建築設計業務】              
1-3 総合評価落札方式（簡易公募）の手続き                

【設備改修設計業務、積算業務】 
1-4 総合評価落札方式（一般競争）の手続き【工事監理業務】 

２．業務委託料の積算                                                                
３．発注予定情報について                                    
４．質疑応答                           

                            
○説明会参加者内訳  

 コンサル関係者  ９９名 
 工事関係者     １名 
 国・自治体関係者 １８名 
 マスコミ関係者   １名 
   合計    １１９名   
 
○当日の状況 

 

平成２４年度関東地方整備局における建設コンサルタント業務等 
（建築関係建設コンサルタント業務）の入札・契約に関する説明会 

説明会を実施しました 


